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鳥取県道路占用規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 第 条 道路占用料 減免 申請 平成 年 月 日

鳥取県海面漁業調整規則（昭和 年鳥取県規則第

号）
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◇ 鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関 条例施行規則 情報通信

技術 利用 方法 行 、又 行 申請等及 処分通知等（ ）

（行政経営推進課）……………………………………………………………………………………

◇ 鳥取県人事委員会議事規則 一部 改正 規則（ ）（任用課）………………………………

職員 任用 関 権限 委任 関 規則 一部 改正 規則（ ）（〃）………………

鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関 条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号）第 条

規定 基 、情報通信 技術 利用 方法 行 、又 行 申請等及 処分通知等 次

定 、告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県人事委員会議事規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

鳥取県人事委員会議事規則 一部 改正 規則

告 示

人委規則

鳥取県告示第 号

鳥取県人事委員会規則第 号
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改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 規則 、地方公務員法（昭和 年法律第

号。以下「法」 。）第 条第 項 規定 基

、人事委員会 議事 関 必要 事項 定

目的 。

（目的）

第 条 規則 、地方公務員法（昭和 年法律第

号。以下「法」 。）第 条第 項 規定 基

、人事委員会 議事 関 必要 事項 定

目的 。

改 正 後 改 正 前

（臨時的任用 承認 委任）

第 条 職員 任用 関 規則第 条第 号 規定

臨時 職 、次 掲 職 臨時的任用 承

認 、各任命権者 権限 委任 。

（ ） 月以内 廃止 職

（ ） 略

（臨時的任用 承認 委任）

第 条 職員 任用 関 規則第 条第 号 規定

臨時 職 、次 各号 掲 職 臨時的任

用 承認 、各任命権者 権限 委任

。

（ ） 月以内 廃止 職

（ ） 略
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鳥取県人事委員会議事規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

職員 任用 関 権限 委任 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 任用 関 権限 委任 関 規則 一部 改正 規則

職員 任用 関 権限 委任 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改

正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。
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